
国民健康保険料を一時的に納付できない方のために

徴収猶予の制度があります
徴収猶予の制度とは

1 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災もしくはこれに類する災害を受け、
又はその資産を盗まれたとき

2 納付義務者もしくはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3 納付義務者がその事業または業務を廃止し、または休止したとき
4 納付義務者がその事業または業務に就いて甚大な損害を受けたとき
5 １～４までに類する理由があったとき

１～５の理由により、国民健康保険料を一時に納付することができないときは

申請により、10か月以内の期間に限り、猶予した期間の保険料納付時期を遅らせたり、分割して
納付することができる「徴収猶予」の制度があります

徴収猶予の効果とは

・ 猶予期間中に計算が進む延滞金の全部または一部が免除となります。
・ 猶予期間中は、申請時の計画（分割納付、次回相談時期）が履行されている場合、督促状（手数
料 100 円加算）や支払催告書の発送が保留されます。
ただし、猶予期間中に納付がなかった期別は、猶予期間満了後に督促状が発送となり、その後
催告書発送の対象となります。

・ 財産の差押や換価（取り立てなど）が猶予され、市で差押した財産がある場合は、申請により
解除される場合があります。

・ 猶予期間中に、生活状況などに応じて、事情の許す範囲で分割納付を進めていただくことができ
ます。

・ 国民健康保険料を納付期限に沿って納付を進めることが困難な場合は、早めに国保・高齢者医療課
収納担当にご相談ください。

・ 納付期限までに納付がない場合、督促状が発送となり、督促状の送付後も納付がない場合は、財産
の差押などの滞納処分を実施することがあります。

・ 詳しくは長野市役所国保・高齢者医療課 収納担当（☎026-224-7260）まで問い合わせください。



申請の手続き

●提出する書類
1 徴収猶予申請書

※納付義務者（世帯主）名による申請が必要です。
※国保・高齢者医療課窓口での申請を原則とし、猶予を受けようとする理由（被災等状況）
や、猶予が必要な期間（再建計画等）について聞き取りをします。
※納付義務者の窓口納付が困難な場合は、代理人による申請も受付します。（ただし、猶予を
受けようとする理由や期間について説明可能な方を代理人に選任してください。）

2 災害や収入減などの事実を証する書類等
※災害により提出が困難な場合は不要としますが、被災状況の分かる写真や資料の提供をして
いただける場合は提出をお願いします。

●申請の期限
・ 申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

●徴収猶予の承認または不承認
・ 提出のあった申請書及び聞き取りした内容を審査（必要に応じて被災状況等を市で確認）し、
徴収猶予の承認または不承認を通知します。

・ 徴収猶予が認められた場合は、申請時に確認した内容（分割納付計画や次回相談時期など）に
基づき、納付や約束を履行してください。

徴収猶予期間

徴収猶予を受けることができる期間は、10か月の範囲内で、申請者（世帯主）の財産や収支の状況
に応じて、最も早く国民健康保険料を完納することが可能と認められる期間に限られます。
※徴収猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請
により、徴収猶予期間の延長が認められる場合があります。

徴収猶予の取り消し

徴収猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、徴収猶予が取り消される場合があり
ます。
・ 徴収猶予承認申請時に確認した内容（分割納付や約束した期日までの連絡）が履行されない場合
・ 徴収猶予を受けている保険料以外に、新たに納付すべき義務が生じた保険料が滞納となった場合
・ 猶予を受けた保険料について、減免により納付義務が消滅した場合 など

お問い合わせ、納付に関する相談
長野市役所 保健福祉部 国保・高齢者医療課 収納担当℡026-224-7260（直通）


